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１．保険申込に際して

（１）企業総合保険の手続き全体の流れ
企業総合保険は、企業ごとに包括保険特約書を締結し、特約書で定めた取引全てについて保険をお申込みいただく
保険です。特約書の締結から保険お申込までの手続きの流れは以下の図のとおりであり、本マニュアルは赤枠内の
手続を対象としています。

（２）書面での申込手続が必要な案件について
企業総合保険では、原則、Webサービスで保険をお申込いただきます。
ただし、以下の輸出契約等については契約の性質上書面での申込手続が必要となりますのでご注意ください。
なお、お客様の事務負担を軽減するため、申込時に輸出契約等を証する書類の写し（エビデンス）の提出を省略して
おりますが、保険金請求時に必要になりますので、船積書類を含め、一連の契約関係書類は決済終了まで保管願い
ます。
本マニュアルは、Webサービスでの保険申込みが可能な案件を対象としています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜書面での申込手続が必要な案件＞
　１　日本貿易保険が保険契約締結を内諾した対象契約
　２　フルターンキー特約を付して保険契約を締結する対象契約
　３　共同保険に係る保険契約を締結する対象契約
　４　フルターンキー契約その他の完成納期以降の日を船積期日として保険契約を締結する
　　　対象契約（完成納期案件）
　５　エスカレーションクローズ付の対象契約
　６　契約の締結の相手方又は代金等の支払人のいずれかが二以上の対象契約
　７　表示通貨と異なる通貨による決済条件付対象契約
　８　起算点から最終の決済等の期限までの期間が１年を超え、かつ、元本の決済等が均等に
　　　分割して行われる対象契約
　９　前各号に該当しない対象契約であって、船積実行日を起算としない決済
　　　（リテンション決済を除き、決済期日が二以上のものに限る。）を含むもの。
　10　日本貿易保険が内容変更等を承認した対象契約
　11　日本貿易保険が必要と認める対象契約
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Webサービスでの申込手続きフローは上記のとおりです。以下詳細について補足します。

（１）保険申込み：輸出契約等締結日の属する月の翌月末までに申込み手続きをお願いします。
保険申込みは輸出契約書単位となっておりますのでご注意ください。
 
（２）照合台帳確認：保険申込み手続き後、翌水曜日に照合台帳（黄色）を発送します。
照合台帳には「基準内」と「基準内以外」がございますので、必ず内容をご確認のうえ、修正が必要な場合には
webサービスよりお手続きをお願いします。照合台帳の見方については「３．保険契約内容の確認方法」をご参
照ください。

（３）確定台帳・請求書：お申込いただいた月の翌月末に確定台帳（ピンク色）と請求書をお届けします。
請求書記載の支払期限（発行から40日後）内に保険料のお支払いをお願いします。

輸出契約内容に変更があった場合や、照合台帳に誤りがあった場合には、新規申込と同様webサービスより
お手続きください。この際の手続きフローは上記同様です。具体的スケジュールのイメージは以下をご参照くだ
さい。

（３）保険契約の申込み・変更等手続フロー
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手続きには５つの種類があります。各種別の内容と手続き可能期間については以下をご参照ください。
新規以外の種別については個別入力でのお手続きを推奨しております。

各処理種別と手続き可能期間のイメージ

＜補足事項＞

（４）手続きの種類と期限について

※処理種別は番号順にシステムに情報を取り込みます。同一証券番号で取消と変更/訂正内変/修正
　を行う場合は、先に取消手続きを済ませたうえで他の手続きをお願いします。

※確定台帳の作成日は原則として月末最終営業日の３～４営業日前の２日間ですが例外もあります。
　ご留意ください。

※「取消」は同一輸出契約について二重付保をしてしまった場合や枝番号を誤って「変更」を
　通知してしまった場合のお手続きです。輸出契約がキャンセルになった場合は「変更」での
　お手続きとなります。詳細は別冊の事例集をご参照ください。

※新規・変更・訂正内変の期限以降のお申込みは遅滞理由書の提出が必要となります。

内容変更等通知期限

新規

修正 訂正内変

取消

輸出契約締結日
輸出契約締結月

翌月末 照合台帳作成日 確定台帳作成日

内容変更

禁止

1：新規 新規のお申込の場合

確定前に申込内容の誤りを

正す場合

輸出契約に変更があった場合

確定後に申込内容の誤りを

正す場合

申込み内容を取り消す場合

輸出契約締結月翌月末迄

※内容変更と同日申請不可

新規申込～確定台帳作成日迄

※確定台帳作成日の申請不可

輸出契約変更日の翌月の末日かつ

内容変更通知期限迄

※新規、訂正と同日申請不可

確定台帳作成日～内容変更通知期限迄

※内容変更と同日申請不可

確定台帳作成日の申請不可

新規申込～確定台帳作成日迄

4:修正

3：訂正内変

2：変更

5:取消

種別 手続内容 手続可能期間
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（１）web個別入力とExcelアップロードの違い

①ユーザーページログイン

２．申込み方法・申請手順について

申込み方法には、申請画面に直接入力していただく「個別入力」と、Excelフォーマットに入力した
ものをデータ変換してアップロードする「Excelアップロード」の２種類があります。それぞれのメリッ
ト・デメリットは下図のとおりです。件数や用途に合わせて申請方法をお選びください。
修正・内容変更・訂正・取消の場合は個別入力でのお手続きを推奨しております。

（２）web個別入力申請手順

②保険の申込み・変更のお手続き＞企業総合保険＞個別入力を選択

申請方法 メリットとデメリット 利用ターゲット

個別入力 雛形機能が利用でき、最小限の修正で申請が可能

入力補助機能が多く、入力漏れを防ぎやすい

入力者と申請者が別の場合に適している

一度に多くの件数を申請するには不向き

申請者と入力者が別担当者である
場合。

個々の営業部門が 申請及び管理
を行い、管理部門が存在しない場合。

Excel＋
アップロード

過去のデータを利用して申請が可能

一度に多くの件数を申請するのに向いている

個別入力よりは入力漏れの可能性が高い

定期的にまとめて申請を行う場合。

社内で取りまとめた 申請を代表者
が一括 申請する場合。
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③申込み内容入力⇒保存
申込み情報を入力します。入力項目に不明な点がある場合は、ヘルプ画面をご参照ください。
入力が完了したら保存ボタンを押下します。
※一括申請すると入力データ画面を見ることができませんので、データ画面にて申請内容を確認
したい場合には雛形保存または画面の印刷をお願いします。
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④申請
保存ボタンを押下すると、申請待ち一覧画面に移ります。一括申請ボタンを押下すると、申請待ち
リストにある案件を一括でお申込いただけます。
申請権限を有する方は、一括申請ボタンを押下するとファイル名を入力するダイアログボックスが
表示されます。
適当なファイル名を記入し、ファイルを保存してください。なお、ファイルには申請した案件の情報
が記録され、後にダウンロードし閲覧できるようになります。

ファイル名を入力し終えると、申込みが完了します。
※17:30以降の申込みは翌営業日受理となります。

その他機能について

○雛形保存
最大100件まで雛形を登録することができます。決まったバイヤーと定期的に取引がある場合など
は、予めバイヤーコードなどを入力した雛形を登録しておくことで、入力を短縮することができま
す。登録した雛形を呼び出す時は、雛形一覧をご覧ください。
○仮保存
入力途中に離席をする場合など、一旦入力した状態を最大50件まで仮保存することができます。
仮保存一覧からデータを呼び出すことで保存した続きから入力を再開することができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　【Webサービス利用可能日・時間帯】
　平日8:00～17:30 申込み可能です。
　平日17:30～20:00 申込み可能ですが、受付は翌営業日となりますのでご注意ください。

⑤申込み完了
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②ユーザーページログイン

（３）Excelアップロード手順

③保険の申込み・変更のお手続き＞企業総合保険＞台帳（ファイル）アップロード

①データ作成

弊社ホームページ掲載のExcelに申込み内容を入力のうえ、textファイルを作成してください。
※行・列の挿入・削除、シートの削除はしないでください。
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④textファイルのアップロード

※17:30以降の申込みは翌営業日受理となります。

ファイルを選択＞textファイルを選択＞レコード件数の入力＞申請

⑤申込み完了
申請ボタンを押下すると自動で画面が切り替わり、申込みが完了します。

　　　　　　　　　　　　　　　　【Webサービス利用可能日・時間帯】
　平日8:00～17:30 申込み可能です。
　平日17:30～20:00 申込み可能ですが、受付は翌営業日となりますのでご注意ください。
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①申込み・変更のお手続き＞申請済一覧（台帳申請）又は申請済一覧（個別入力）

②データ作成指示、ダウンロード

データ作成希望の番号横にチェックを入れ、「データ作成」押下。
【作成済台帳ファイルリスト】にデータが上がったらチェックを入れ「ダウンロード」押下。

(４)申請済データリストの作成

申請済一覧画面では、申込済み案件のデータを作成する事が出来ます。データには、お客様が実際に
WEBから申込んだ案件の情報がCSV形式で記録されています。
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WEBサービスログイン情報から自動的に保険利用者コードが入力されています。
特約コードではないので、お間違えのないようご注意ください。

被保険者の保険利用者コードを入力してください。
※保険申込者と同一である場合入力不要です

被保険者の保険利用者コードを入力してください。
※保険申込者と同一である場合入力不要です

被保険者の部門別に契約管理を希望される場合、任意のコード、番号を入力してく
ださい。

97.5%と100%のどちらかを選ぶことができます。

該当する取引の契約形態を選択してください。本邦貨物と仲介貨物が混在する場
合は、金額の多い方が契約形態となります。

輸出契約等を締結した日付を入力してください。

保険契約締結後、輸出契約等に変更があった場合、変更日を入力してください。

輸出契約書等に記載されている契約番号を入力してください（英数字及びハイフン
に限ります）。枝番号・履歴番号ごとに異なる契約番号を入力することはできませ
ん。

貿易情報

保険金受取人

被保険者部門

輸出契約等締結日

輸出契約等変更日

輸出契約等番号

【本支店コード（２桁）－特約コード（９桁）－年度（２桁）－一連番号（６桁）】

本支店コード　NEXI本店へ申込は10、大阪支店へ申込は15としてください。
特約コード   　お客様の企業総合保険特約を特定するためのコードです。
年度          　保険申込データのNEXI受理日（※）の属する年度（西暦）の下２桁
　　　　　　　　　としてください。
一連番号    　６桁の数字で自由に設定いただけますが、同年度内で重複はでき
                  ません。

(※)土日祝日及び平日17:30過ぎにデータを送信する場合、翌営業日の受理

複数枝を設定する必要がある場合のみ、入力してください。枝番号の設定方法に
ついて13ページをご覧ください。
※枝番は00からはじまります。
＜個別入力＞
新規の場合は入力不要です。複数枝の際は追加を押してください。
※新規以外は、枝番の入力は必須。
＜エクセル入力＞
新規の枝番号は「00」から入力してください。

未確定案件の変更があった場合で、最新履歴以外の修正または取消を行う場合
にご記入ください（証券の履歴番号をご確認の上、修正、取消を行う履歴の番号を
ご記入ください）。

船積後非常付保率

契約形態

枝番

履歴番号

保険申込者

被保険者

証券番号

（５）入力項目説明
項目 説明

基本事項

処理種別

1:新規　　　　輸出契約等締結後、新たに保険を申し込む場合
2:変更　　　　輸出契約に変更があった場合
3:訂正内変　確定台帳作成後に誤入力を修正する場合
4:修正　　　　確定台帳作成前に誤入力を修正する場合
5:取消　　　　二重に申込みをしてしまった場合や、枝番号を誤って内容変更を
　　　　　　　　通知してしまい取消をする場合

保険契約者情報
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保証人

 ILCの発行または確認がある場合、次の通り入力してください。
①ILCの発行のみで確認がない場合「海外商社名簿」に登録されているILC発行銀
行のコード。
②ILCの発行に関して第三国等の銀行が確認している場合「海外商社名簿に登
録」されているILC確認銀行コード。

仕向国 輸出契約に基づく輸出貨物の最終仕向国の国コードを入力してください。

支払国
支払人が「海外商社名簿」において登録されている国の国コードを入力してくださ
い。

支払人
企業総合保険バイヤーとして「海外商社名簿」に登録されているバイヤーコードを
入力してください。

船積国
契約形態で「15：仲介貿易契約」の場合のみ、仲介貨物の船積国の国コードを入力
してください。複数国ある場合は、輸出額の多い国コードを入力してください。

保証国

ILCの発行または確認がある場合、次の通り入力してください。
①ILCの発行のみで確認がない場合、ILC発行銀行の所在地の国コード。
②ILCの発行に関して第三国等の銀行が確認している場合、ILC確認銀行の所在
地の国コード。

買契約相手国
契約形態で「15：仲介貿易契約」の場合のみ、仲介貿易契約の買契約相手国の国
コードを入力してください。

売契約相手国
輸出契約等の相手方の所在する国コードを入力してください。
※支払国と同一の場合は入力不要です。

売契約相手方
企業総合保険バイヤーとして「海外商社名簿」に登録されているバイヤーコードを
入力してください。
※支払人と同一の場合は入力不要です。

変更事由 内容変更通知の入力必須項目です。詳細は21ページをご覧ください。

受渡条件 輸出契約等のインコタームズを選択してください。

輸出契約等元本

リファレンス番号

元枝番

輸出契約等発効日

輸出契約等の元本（決済金利を除く）を建値で入力してください。

輸出契約等の主たる貨物コード（HSコード）の上６桁を入力してください。

輸出契約等に契約発効条件がある場合は「あり」を選択してください。

発効条件の有無に「あり」を選択した場合は輸出契約等の発効日を入力してくださ
い。

他の保険契約

外貨建特約の有無

通貨

外貨建対応方式にて付保申請する場合は「あり」を選択してください。

該当する決済通貨を選択してください。通貨が２種類以上ある場合には、金額の多
い通貨順に枝立てを行う事が必要になります。

貨物

発効条件の有無

三菱UFJ銀行以外の銀行の為替レートを使用する場合は、輸出契約等締結日にお
いて銀行が提示する対顧客直物電信買相場（TTB）の始値を入力してください。

保険証券を識別するために付している参照番号があれば入力してください（英数字
及びハイフンに限ります）。

内容変更の申請において、新しく枝立てしなくてはならない場合に変更対象となる
枝番号を入力してください。例えば、枝番"00"の仕向国が変更になって新たに"01"
の枝を立てる場合は、変更の元となる枝番"00"を入力してください。

当該輸出契約等に関し、NEXIが取り扱っている他の保険種や民間企業の取引信
用保険、海外ＥＣＡが取り扱っている貿易保険の付保（予定含む）がある場合には
「あり」を選択してください。海上保険やＰＬ保険等、貿易保険と異なる種類の保険
については入力不要です。

為替換算率
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各処理種別ごとに入力必須項目が異なります。詳細は事例集をご参照ください。

決済金利 決済金利が契約書で別建てとなっている場合は、決済金利額を入力してください。

L/S = Last Shipment ：最終船積日（最終対価確認日）を入力してください。

※船積前の輸出不能事故は輸出契約で定めた最終船積期限が事故発生日となる
ので船積見込み日ではなく輸出契約書上の最終期限を入力してください。

※EXWやFCAのように船積前に貨物を相手方に引き渡す契約の場合、引渡期限を
入力

船積前保険対象額 輸出契約等の前金を含むFOB価額を建値で入力してください。

船積後保険対象額
輸出契約等の代金のうち船積み後に決済される合計金額（決済元本の合計額。決
済金利を除く。）を建値で入力してください。船積み前に決済される前受金がある場
合は、前受金を除いた船積後に決済される額のみを入力します。

決済削除
チェックボックス

処理種別が「2:変更」「3:訂正内変」「4:修正」において、決済情報を削除するときに
は、削除する決済番号の決済削除チェックボックスにチェックしてください。

決済方法

ユーザンス期間 ユーザンス月日で選択した項目に従い、ユーザンス期間を入力してください。

決済元本 該当する決済金額を建値で入力してください。

船積削除
チェックボックス

処理種別が「4:修正」において、船積情報を削除するときには、削除する船積No.を
入力した上で、船積削除チェックボックスにチェックしてください。

ユーザンス月日

決済予定日を入力してください。

決済支払保証 該当する決済支払保証（ILCなど）を選択してください。

ユーザンスを月指定（○ヶ月など）、または日指定（○○日など）のどちらにするか
選択してください。

決済予定日

決済欄
※以下には「船積後保険対象額」の内訳を入力ください

15ページを参照し該当する決済方法を選択してください。

決済情報

F/S予定日 F/S = First Shipment：初回船積日（初回対価確認日）を入力してください。

L/S予定日

船積No.

分割船積みとなる場合であって、且つ輸出等契約書上で各船積の貨物明細及び
船積時期が明確に定められている場合に限り、船積の追加ボタンを押下してくださ
い。（輸出等契約書上で明確となっていない場合には押下しないでください。）

処理種別「2:変更」「3:訂正内変」「4:修正」の場合、変更対象の船積Noを入力してく
ださい。変更等の処理を行うと船積Noが自動的に日付順にソートされ番号が変わ
るため注意してください。
※船積No.は0１からはじまります。
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①枝番号の設定

枝分けのイメージ(複数船積の場合）

【枝分けのルール】

枝分け方法輸出契約内容

増額となった金額分のみを枝分け

各船積期限毎に枝分け

通貨ごとに枝分け毎に枝分けが可能

バイヤー（相手方、支払人、保証人）ごとに枝分け

国（仕向・支払・保証）ごとに枝分け

機器と役務に枝分け

契約金額の増額

複数の船積期限と各船積金額が契約で定められている
（契約履行上、船積が複数回に分かれるだけの場合が該当しな
い）

通貨が複数

バイヤー（相手方、支払人、保証人）が複数

国（仕向・支払・保証）が複数

機器・役務が混在

（６）入力項目の注意点

貿易保険では、一つの輸出契約等に対して一つの保険契約（一つの証券番号）を締結します。
一つの輸出契約等に以下の条件が設定されている場合、保険上のリスクや責任期間が異なることから、
各々を分けて保険料を計算する必要があります。「枝」を設定することで、保険料を各々計算できるようにな
るため、「枝分け」と呼んでいます。

枝分けをした場合、輸出契約内容のどの部分がどの枝番号に該当するのか、保険契約の管理が必要にな
りますので、契約内容を十分にご確認ください。
例えば、内容変更通知時には、枝番号を指定して申請いただきます。特に21ページ記載の重大な内容変
更に該当した場合は、通知漏れが無いようにご注意ください。

※原則、上記以外の枝分けは不可となります。
　枝分けの可否についてご不明な場合は日本貿易保険までご相談ください。

上記ケースにおいて枝分けを行わないと、保険料は最大のリスク金額で最長期間で計算します（実線）。保
険責任期間は保険契約締結日～最終決済予定日となります。
枝分けを行うことで船積毎に保険料計算されます（点線）。

枝00

枝01

第１回船積み

第２回船積み

第
１
回
船
積
分

決
済

保
険
契
約
締
結

第
２
回
船
積
分

決
済
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②決済コードの選択

船積日（B/L date）を起算とするコード　（コード11、20、31、41など）

【船積が決済の起算とならない場合】

プログレスペイメント　（コード64、65）

マイルストーンペイメント　（コード73、75、76）

リテンション（コード70）

Otherのコード（コード19、29、39、49）

契約書等で特定の支払日付が定められているときのみ入力します。
その特定日を決済予定日として入力します。ただし他のコードと異なりアローワンスが無いため、一日でも
決済日が変更になる場合、重大な内容変更に該当するため、内容変更通知が必要となります。

あらかじめ定められた期日に、その時点までの船積み分にかかる決済期日を確定させる決済方法。
例えば「毎月15日締め、翌月末払い」のように、締日と決済期日が決まっている場合は、本コードを利用し、
ユーザンス（締日から支払期日までの期間＋締日のインターバルの1/2）を設定します。
上記例では、45日（締日から支払までの期間）＋15日（締日のインターバルの1/2）＝60日となります。
※１か月は30日とします。

契約書に記載されている決済条件に従い、一番近い決済コードを選びます。コード毎にユーザンスか決済
予定日いずれかの必須項目を入力します。

輸出者等の責任が完全に履行されたことが確認されるまでの間、代金・対価の支払いの一部を留保される
場合の決済方法。
留保部分の決済予定日を日付指定で入力します。検収後の後払いなどが該当します。

【船積が決済の起算となる場合】

決済の起算点が船積となっている場合のコード。
「Port着払」や「サイト着払」条件についても、「船積を起算とする決済」と捉えるためこのコードを選択しま
す。この場合もユーザンスが入力必須項目となりますが、航海日数、通関期間、陸送期間等にユーザンス
（契約上の支払猶予期間）を足しあげた日数を入力します。(日本から各国への標準航海日数については
33ページ参照）

主要な作業工程の到達点等をマイルストーンとして定め、そのマイルストーン到達時にあらかじめ定められ
た金額を支払う決済方法。
例えばプロジェクトスケジュールに基づき、決済予定日を日付指定で記入します。プログレスペイメントとの
大きな違いは事前に明確な決済日は定められていないものの、金額が確定している点です。
マイルストーン決済が複数ある場合は書面での申し込みにより保険料が安くなる場合がございます。詳細
は日本貿易保険にご相談ください。
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モニタリスト出力方法
①保険の申込み・変更のお手続き＞企業総合保険＞モニタリストダウンロードを選択

お申込いただいた内容に不備がないか確認する方法として（１）モニタリスト（２）照合台帳の２つ
があります。各方法の詳細については以下をご参照ください。

モニタリストとは、実際にお客様が申込みをした案件のエラー有無を表示する帳票です。
エラー内容によっては申請内容が正しく受理できていないため、再度申込が必要となります。
お申込みの数分後にはモニタリスト（PDF形式）のダウンロードが可能です。
※17:30以降にお申込された場合は、翌営業日の8時以降にモニタリストが作成されます。

３．保険契約内容の確認方法

（１）モニタリストによる申請内容のエラーチェック

②検索条件の入力→検索

③データの選択→リスト出力
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モニタリストの見方

確認頂きたい項目

マーク

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

♯

♯

変更事由に誤りがあります。照合台帳をご
確認のうえ修正をしてください。

輸出入契約締結日がLS日以降の日付と
なっています。照合台帳をご確認のうえ修
正をしてください。

同一受理日では同じ枝番の変更内変・訂
正はできません。

変更事由は不正な値です。入力しなおして
ください。

輸出入契約締結日≦LS日になるように入
力してく下い。

取消対象のデータがシステムに存在しま
せん。

修正対象のデータがシステムに存在しま
せん。

内変と訂正は同日に申請できません。
翌営業日以降に再度申請してください。

正しい証券番号・枝番・履歴番号で再度申
請をしてください。

正しい証券番号・枝番で再度申請をしてく
ださい。

NEXIにお問い合わせください。

訂正内変は確定以後のお手続きとなりま
す。処理種別「変更」にて再度申請をしてく
ださい。

登録・変更・修正処理は審査済以降の
データに対して実行できません。

案件は未確定です。

エラーとなった理由がメッセージとして表示されます。
主なメッセージは以下のとおりです。

主なエラーメッセージ
メッセージ 対処方法

削除処理は最新でない変更番号データに
対して実行できません。

取消の際には必ず最新の履歴番号を入力
して頂く必要があります。再度申請してくだ
さい。

登録対象のデータは既に存在しています。入
力情報を変更して再度登録してください。

既に利用している証券番号で申請した為のエ
ラー。新たな番号で再度申請してください。

保険契約者シッパーコードは登録されてい
ません。

特約コードとシッパーコードに誤りがありま
す。正しい内容で再度申請してください。

通貨コードは必須項目です。
通貨コードが未入力です。通貨コード入力
のうえ再度申請してください。

1．エラーマーク

2．証券番号

4．エラー個数

3．メッセージ内容

申込み内容にエラーがある場合には以下の記号が表示されます。

♯：申込データに誤りがあります。照合台帳をご確認のうえ修正ください。

申込み内容に誤りがある場合、エラー個数が表示されます。

＊：申込みデータが受理できておりません。再度申請ください。

証券番号をご確認ください。

1 2 43

- 17-



※エラー項目にはアスタリスクマーク（＊）が表示されます。

メッセージが最大２種類まで表示されます。主なメッセージと対処法は次の
ページをご参照ください。

4：メッセージ

3：案件自動審査結果
この欄に以下のいずれかの項目が表示されます。
エラー・自動再・基準外・担当者

修正の際には証券番号が必要です。

処理種別が修正・内変の場合、修正項目には「Ｓ」変更・訂正項目には「Ｈ」
が表示されますのでご確認ください。

毎週水曜日に発送する照合台帳には「基準内」と「基準内以外」の２種類があります。
お手元に届きましたら、以下をご参照のうえ、ご確認をお願いします。

①基準内の場合
申込み内容に誤り等がない場合は「基準内」と記載された台帳が届きます。基準内であっても申
込み内容に誤りがないかご確認ください。誤記があった場合、確定台帳発行前であれば「修正」を
行ってください。発行後は「訂正内変」を行ってください。
※基準内台帳は一度しか出力されません。

（２）照合台帳の見方

2：証券番号

必ずご確認頂きたい点

1：処理種別

②基準内以外の場合
申込み内容に誤りやNEXIにて内容の確認が必要な場合には、「基準内以外」と記載された台帳
が届きます。下記ご参照のうえ内容をご確認頂き、修正が必要な場合にはお手続きをお願いしま
す。
※基準内以外台帳は、基準内になるまで毎週出力されます。

1

3

4

2

項目

内容

内容変更等知期限はこちら

保険料はこちら

処理種別が修正・内変・訂正の場合、修正項目には「Ｓ」、変更・訂正項目には「Ｈ」表示
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NO エラー種別
エラーメッセージ

（エラー種別毎に５０音順）
状　態 対処・修正方法

1 エラー （空欄） 同じ証券番号の別枝番で、エラー等があります。 エラーメッセージが表示されている枝番に生じているエラー等を【修正】してください。

2 エラー ３ヶ月以内の船積み短縮です
証券記載の最終船積期日について、３ヶ月以内の短
縮が行われました。

貿易一般保険運用規程第７条第２項に基づき承認できませんので、申請の【取消】を行ってく
ださい。

3 エラー
エラー履歴が存在するため審査
ができません

エラーが解消されないまま、更なる変更申請が行わ
れました。

エラーが解消されないまま更なる変更申請を行っても、その変更は台帳に出力されません。
従い、まずは最初の未解消のエラーを解消してください。解消されると、既に申請済みで台
帳に反映されていなかった変更申請も自動的に反映されます。

4 エラー
決済（船積）元本合計が保険対
象額と一致していません

同じ枝の中で、船積後の決済元本欄の合計額と船
積後の保険対象額欄の金額が一致しておりません。

船積み後の決済元本欄の合計額と船積後の保険対象額欄の金額を【修正】にて金額を合致
させてください。

5 エラー
決済方法と支払い保証の組み合
わせに誤りがあります

決済方法がＬ／Ｃ決済でないにも係わらず支払保証
欄に「９０」の記載があります。

決済コード：20～60、88、89、98、99の場合は、支払保証を「９０」にできませんので、【修正】
にて決済方法又は支払保証の修正を行ってください。

6 エラー
主枝の輸出契約番号と一致して
いません

追加した枝の輸出等契約番号が「枝００」の輸出等
契約番号と違っています。

輸出等契約番号は一つの証券番号のなかでは同じでなければなりません。【修正】にて一致
させてください。

7 エラー
訂正内変が行われていない枝が
存在します

訂正内変を行った証券には複数の枝番が存在し、
一部の枝にのみ訂正内変手続きが行われ、全枝に
対して行われていません。

枝が複数ある場合の訂正内変を行う際は、修正不要の枝も同時に訂正内変処理する必要
があります。一旦訂正内変を取消し、修正不要の枝についても処理種別「３」として証券番
号、枝番、申込者コード、申込日のみ入力して、再度訂正内変を行ってください。

8 エラー
当該申請は訂正内変では処理
できません

確定後に、変更申請がされ、その変更申請が未確
定の状態で、確定済み内容に訂正内変の申請がさ
れております。

変更申請を一端取消し訂正内変を先にその後【変更申請】を行ってください。
訂正内変で訂正処理可能は内容は、直前の履歴で確定済みのもの。従い、訂正したい確定
済み内容と訂正内変申請の間に内容変更申請が行われていると訂正内変処理できません。

9 エラー
入力された項目にエラーがあり
ます

申込内容に入力漏れ等のエラーがあります。エラー
箇所には「＊」マークが付されています。

エラーを修正するため、「＊マーク」の箇所に正しいデータを【修正】処理にて入力してくださ
い。

10 エラー
元枝の変更事由と一致していま
せん

新規に枝たてした変更事由と、同時に変更している
枝の変更事由が相違しています。

元枝の変更事由は新規で枝立てした変更事由と同じでなければいけませんので【修正】にて
元枝の変更事由を新規枝立てした変更事由と合致させてください。

11 自動再
直前申込の自動審査結果が自
動再審査

前履歴のメッセージが自動再審査の状態のまま変
更申請が行われました。

前履歴の自動再審査メッセージを確認してください。

12 自動再 特約与信が更新されていません
バイヤーの企総登録又は更新がされていない状態
で申込みがありました。

企総登録又は更新をしていない場合は、一旦申込み案件の【取消】申請を行い、当該バイ
ヤーを手続細則第１条第１項（別紙様式第２－１）に基づき企総登録を行った後に再申込み
してください。

13 自動再 特約与信の更新作業中です 特約与信更新作業中に申込みがありました。
ＮＥＸＩでの更新作業が終了した時点で自動再審査処理を行いますのでそれまでお待ちくださ
い。

14 基準外 子会社除外オプション付き
特約書で「子会社除外オプション」を選択しているな
かで、子会社を相手方等とする申込みがありまし
た。

特約書で「子会社除外オプション」を希望している場合には引受けできませんので申込案件
の【取消】を行ってください。

15 基準外 国引受方針は条件付引受停止 条件付引受停止国です。
引受基準を確認してください。
引受条件に合わない場合は引受けできません。【取消】を行ってください。

16 基準外 特約与信が解除されました
バイヤーの企総登録解除以降に申込みがありまし
た。

引き受けできませんので申込案件の【取消】申請を行ってください。
引き受けを希望される場合はＮＥＸＩへ相談ください。

（３）主なエラーメッセージと対処法
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NO エラー種別
エラーメッセージ

（エラー種別毎に５０音順）
状　態 対処・修正方法

17 基準外 引受できないバイヤー格付です
保険申込日時点で、バイヤーが削除されているか、
若しくは、バイヤーの格付が保険対象外となってい
ます。

まず、申込案件の【取消】を行ってください。
バイヤーが削除されていた場合には、海外商社登録の手続きを行ってから申込みください。
一方、保険対象外の場合は、本バイヤーとの契約は引受けできません。

18 担当者
ＦＭバイヤーでユーザンス等が
内変された

格付がＥＦ格、ＥＭ格のバイヤーに対して内容変更
が行われました。

処理についてはＮＥＸＩで行います。

19 担当者
ＦＭバイヤーでユーザンスが設
定値を超えた

ＥＭ、ＥＦ格バイヤーに対するユーザンスが一年を超
えて申込みがありました。

処理についてはＮＥＸＩで行います。

20 担当者 Ｌ／Ｃ条件付でＬ／Ｃなし
Ｌ／C決済が条件となっている国向けでＬ／Ｃ以外の
決済方法での申込みがありました。

支払国（又は保証国）が条件付引受国（引受基準別表１に揚げる国）のＩＬＣ条件に該当する
場合、ＩＬＣ又は前受金以外の決済によるものは、引受できませんので取消してください。しか
しながら支払国（又は保証国）が、引受条件に沿っている国である場合とか、政府開発援助
等であり支払保証となる場合は引受けますのでそのままにしておいてください。ＮＥＸＩで処理
します。（引受基準に従ってください。）

21 担当者 決済予定日がＬ／Ｓ日以前
決済予定日がＬ／Ｓ日より前となる申込みがありまし
た。

決済予定日を確認して【修正】してください。

22 担当者 少額申込
輸出契約金額が企業総合保険のすそ切り金額未満
での申込がありました。

新規申込みにおいては、すそ切り金額未満の引受けはできませんので【取消】を行ってくださ
い。
一方、内容変更（減額）に伴いこのメッセージが出る場合には引き続きお受けします。処理は
ＮＥＸＩで行います。

23 担当者 脱漏候補
輸出契約締結日から３ヶ月後、且つ予定決済日を過
ぎているもの、又は決済日を過ぎてから申込みがあ
りました。

ＮＥＸＩで処理しますが、脱漏理由書が必要となります。今後保険申込期限を遵守してくださ
い。

24 担当者 遅滞候補
輸出契約締結後３ヶ月を経過して申込みがありまし
た。

ＮＥＸＩで処理しますが、新規申込の場合は遅滞理由書が必要となります。今後、保険の申込
期限を遵守してください。

25 担当者
船積後保険価格は国案件枠を
超えた

保険価格が国別引受基準の契約等の金額の上限
（億円）を越えた金額で申請がありました。

この場合原則として保険契約を締結いたしませんので【取消】を行ってください。

26 担当者
保険対象額の増額時は増額分
を増額新規で枝立てしてください

枝を立てずに増額内容変更が申請されております。

エラーが出てしまった増額申請を一旦取り消してください。更に、増額があった場合の処理種
別２変更事由０１については、増額部分のみ新たに枝立てして申請してください。
【注】新たに枝立てする金額はあくまでも増額した金額だけです。増額後の契約金額を入れ
てしまってもエラーにはならず基準内となってしまいますのでご注意願います。

27 担当者 申込期限が過ぎている
内容変更の申込み期限を過ぎて申請を行っている
可能性があります。

処理についてはＮＥＸＩで行います。

28 担当者
ユーザンスが国の基準値を超え
た

引受基準のユーザンス上限を超えた決済条件で申
込みがありました。

申込み内容が間違っている場合は【修正】にて正しい数値に直してください。申込み内容が
間違っていない場合には引受けられません。【取消】を行ってください。

29 担当者 ユーザンスは２年以上である
船後保険期間（Ｌ／Ｓ日から決済予定日まで）が２年
以上として申込みされております。

ユーザンスが２年以上となる決済条件のものは引受けできませんので申込案件の【取消】申
請を行ってください。但し、ユーザンスが７２０日の場合でもこのメッセージが表示されてしま
いますが、この場合は引き受けますので取消さないでください。NEXIで処理致します。
一方、リテンション決済等Ｌ／Ｓ日から２年を超えても起算点から２年未満に決済されるもの
は、手続細則第６条第１項ただし書きの規定に基づき申込みをしてください。
なお、２年未満の解釈は、引受基準：別紙１「２年未満案件の解釈等」を参照してください。
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船積前アローワンスは証券記載の最終船積予定日（L/S予定日）から３月以内の船積延期

４．内容変更等通知の手順

（１）必ず通知が必要な輸出契約の内容変更等

＜重大な内容変更等＞

　① 証券記載の船積期日の3月を超える延期又は最終対価の確認日の6月を超える延期
　② 代金、対価又は賃貸料（以下「代金等」という。）の決済条件の変更
　　（最長ユーザンスの変更、船積期日をユーザンスの起算点とするもの以外の最終決済予定日
　　（リテンション及びマイルストーンペイメントに係るものを除く。）
　　の延期及び支払保証若しくは表示通貨の変更を含み、前受金の部分の変更を除く。）
　③ リテンションに係る代金等の最終決済予定日の延期
　　（証券記載の決済予定日から6月を超える場合に限る。）
　④ マイルストーンペイメントに係る代金等の最終決済予定日の延期
　　（証券記載の決済予定日から3月を超える場合に限る。）
　⑤ 相手方、支払人又は日本貿易保険がＩＬＣ発行（確認）者を特定している場合の
　　　当該ＩＬＣ発行（確認）者の変更
　⑥ 仕向国、支払国又はＩＬＣ発行（確認）国の変更
　⑦ 輸出貨物又は仲介貿易貨物の変更
　⑧ 当初又は内容変更承認後の代金等（元本に限る。）の額の増加の累計が
      当初又は内容変更承認後の代金等の額の10％以上かつ特約書に定める最低金額以上の増額
　⑨ 海外支店等の再販売契約の締結（船積後3月以内に締結したものに限る。）

最終船積予定日に３月を加えた日に
当該ユーザンス日数を加えた日

（２）内容変更等についての注意点

保険契約締結後、お客様が輸出契約等を変更した場合、その変更内容が下記の重大な変更に該当す
る場合には、変更の生じた日の翌月の末日、かつ内容変更等通知期限（最終決済予定日。ＮＥＸＩが定
める猶予期間がある決済条件の場合は、最終決済予定日にその期間を加えた日）までにwebより必ず変
更手続きをお願いします。
下記重大な内容変更等に該当しない変更の場合、変更手続きは任意となります。契約変更後の内容で
のカバーをご希望の場合には手続きをお願いします。

①内容変更等に伴う保険料返還について
内容変更に伴い返還保険料が発生した場合、請求時に同封する計算書に返還対象金額がマイナス計
上されます。但し、返還対象額が10万円以上にならないと保険料をお返しできませんので予めご了承く
ださい。

②内容変更等通知期限について
内容変更等通知期限は照合台帳・確定台帳に記載されておりますのでご確認ください。期限後の内容変
更は原則できませんので、変更ご希望の場合は日本貿易保険にご相談ください。

輸出契約に船積延期や決済延期といった期日に関する契約内容の変更が生じた場合、その変更内容
がNEXIの定める期間内の延長であれば、保険料の追徴なく付保が継続されます（手続き不要）。この猶
予期間をアローワンスと呼んでおり、期間設定は以下のとおりです。下記のアローワンス期間を超える契
約の変更が生じた場合、内容変更等通知が必要になります。

アローワンス期間（内容変更等通知期限）最終決済予定日に係る決済方法

マイストーンペイメント（貨物）

最終決済予定日

③アローワンスについて

船積後

船積実行日をユーザンスの起算点とする
決済

最終対価確認予定日に６月を加えた日に当該ユー
ザンス日数を加えた日

最終決済予定日に６月を加えた日

最終決済予定日に３月を加えた日

上記以外

対価確認日をユーザンスの起算点とする
決済

リテンション
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コード

01

02

03

04

05

06

07

10

11

12

13

14

15

16

17

変更事由 変更内容

増額新規

減額変更

追加契約または仕様変更により輸出等契約金額やFOB価額が増額
された場合

（１）輸出等契約金額が減額された場合
（２）輸出契約がキャンセルとなった場合（金額を０に減額）

②枝分けを行っている証券
内容変更等通知は枝番号ごとに申請が必要となります。輸出契約の変更内容が複数の枝にまたがった
場合、該当する枝すべてに内容変更が必要です。
重大な内容変更等に該当したものの、一部の枝でその内容変更が行われていないと、保険金をお支払
できない場合がございますのでご注意ください。

同一国支払人（保証人）の変更

決済条件が変更されユーザンス期間が長くなった場合（ILC有り→無
し、又はILC無し→有りの変更が伴う場合はコード10又は13を使用）

保険期間の変更を伴わない決済条件変更の場合（ILC有り→無し、
又はILC無し→有りの変更が伴う場合はコード10又は13を使用）

決済条件の変更（その他）

決済条件が変更されユーザンスが短くなった場合（ILC有り→無し、
又はILC無し→有りの変更が伴う場合はコード10又は13を使用）

決済条件の変更（延長）

契約相手方が同一国内で変更となった場合

契約形態の変更

（１）支払人が変更となり、変更後の支払人が当初の支払人と異なる
国に所在する場合
（２）ILC発行又は確認国が変更した場合
（３）決済方法がILC有り→無しに変更となった場合、又は逆にILC無
し→有りに変更となった場合

輸出契約等の変更によって、船積時期が短縮された場合
※３ヶ月以内の短縮は不可

貨物の変更 輸出貨物に変更があり、貨物コードが変更となった場合

決済条件の変更（短縮）

船積時期の変更（延長）

船積時期の変更（短縮）

（３）内容変更等通知の申請

最終船積予定日を３ヶ月以上超えて船積時期が延長された場合
※３ヶ月未満の延長であれば手続き不要
※一部船積延長の手続きについては事例集参照

本邦貨物代金・仲介貨物代金の割合が変わり、本邦貨物代金が一
番大きくなった（輸出契約）場合や仲介貨物代金が一番大きくなった
（仲介貿易契約）場合

契約上の建値通貨が変更された場合通貨の変更

①変更事由
内容変更等通知時には輸出契約の変更内容に合わせて、変更事由のうちいずれか一つを選択、入力し
ていただきます。
以下の表をご参照頂き正しい変更事由を選択してください。変更箇所が複数ある場合の変更事由につい
ては次のページをご確認ください。
入力方法の詳細につきましては事例集をご参照ください。

支払国（保証国）の変更

売相手国の変更

仕向国の変更（船積国の変更）

同一国相手方の変更

契約相手方の変更であって、変更後の相手方が異なる国に所在する
場合

貨物の最終仕向国または船積国が変更された場合

（１）支払人が変更となり、変更後の支払人が当初の支払人と同一国
に所在する場合
（２）ILC発行銀行又は確認銀行が当初と同一国内で変更した場合
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-１つの枝に同一受理で複数変更のある場合の内変処理について-

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 89 90 99

増
額
新
規

減
額
変
更

通
貨
の
変
更

貨
物
の
変
更

契
約
形
態
の
変
更

船
積
時
期
の
変
更

（
延

長

）

船
積
時
期
の
変
更

（
短

縮

）

支
払
国

（
保
証
国

）
の

変
更

売
・
買
相
手
国
の
変
更

（
船
主
国
の
変
更

）

仕
向
国
の
変
更

（
船
積

国
の
変
更

）

同
一
国
支
払
人

（
保
証

人

）
の
変
更

同
一
国
相
手
方
の
変
更

決
済
条
件
の
変
更

（
延

長

）

決
済
条
件
の
変
更

（
短

縮

）

決
済
条
件
の
変
更

（
そ

の
他

）

債
権
の
譲
渡
に
よ
る
変

更

（
全
譲
渡

）

債
権
の
譲
渡
に
よ
る
変

更

（
一
部
譲
渡

）

そ
の
他
の
変
更

○ 01 増額新規 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

● 02 減額変更 － － 02 02 02 02 02 10 11 12 13 14 02 02 02 － － 02

○ 03 通貨の変更 － 02 － 10 11 12 13 14 － －

○ 04 貨物の変更 － 02 － 10 11 12 13 14 － －

○ 05 契約形態の変更 － 02 － 10 11 12 13 14 － －

○ 06 船積時期の変更(延長) － 02 － － 10 11 12 13 14 － －

○ 07 船積時期の変更(短縮) － 02 － － 10 11 12 13 14 － －

● 10 支払国(保証国)の変更 － 10 10 10 10 10 10 － ☆ ☆ ☆ ☆ 10 10 10 － － 10

● 11
売・買相手国の変更(船主国の変
更) － 11 11 11 11 11 11 ☆ － ☆ ☆ ☆ 11 11 11 － － 11

● 12 仕向国の変更(船積国の変更) － 12 12 12 12 12 12 ☆ ☆ － ☆ ☆ 12 12 12 － － 12

● 13 同一国支払人(保証人)の変更 － 13 13 13 13 13 13 ☆ ☆ ☆ － ☆ 13 13 13 － － 13

● 14 同一国相手方の変更 － 14 14 14 14 14 14 ☆ ☆ ☆ ☆ － 14 14 14 － － 14

○ 15 決済条件の変更(延長) － 02 10 11 12 13 14 － － － － －

○ 16 決済条件の変更(短縮) － 02 10 11 12 13 14 － － － － －

○ 17 決済条件の変更(その他) － 02 10 11 12 13 14 － － － － －

○ 89 債権の譲渡による変更（全譲渡） － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ 90 債権の譲渡による変更（一部譲渡） － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ 99 その他の変更 － 02 10 11 12 13 14 － － －

（備考） １．表内の見方は次のとおり。
　○『01、02等』：表内のコードにより同時処理可（１回の処理でＯＫ）。
　○空白はどちらのコードでも同時処理可（１回の処理でＯＫ）経過分を考慮しない。
　○『☆』はどちらのコードでも同時処理可（１回の処理でＯＫ）経過分を考慮。
　○『－』は組合せが存在しない。

変更事由コード
及び

変更内容

○　：経過を考慮しない変更事由
●　：経過を考慮する変更事由
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５．よくある質問 

 

（１）【新規保険申込みの期限】 

輸出契約が締結できましたので、企業総合保険を申込む必要があります。いつまでに申

込めばよいのですか。 

【回答】輸出契約及び仲介貿易契約（以下「輸出契約等」といいます）を締結した月の翌月

末までに申込みいただく必要があります。例えば4月中に輸出契約等を締結された場合、 

5月の日本貿易保険最終営業日の午後5時30分までにWebでの手続きをお願いします。 

午後8時まで申込みいただけますが、午後5時30分から午後8時までの申込みは翌営業日の受

理となります。 

なお、契約発効条件がある輸出契約等の場合は、契約発効を契約締結と見なしますので、

その翌月末までに申込みいただきます。 

申込期限は、船積みではなく輸出契約等の締結日が基準となりますので、ご注意ください。 

Webで手続きいただきますと確認用の照合台帳を送付します。照合台帳の内容に問題がなけ

れば、その後、保険契約締結を証する確定台帳を送付します。 

・照合台帳：前週水曜日から当該週火曜日までに新規・内容変更問わず申込み完了した 

ものを出力した台帳。入力内容に誤りがないか確認するためのもの。 

エラーが解消されない場合は、毎週出力されます。 

 ・確定台帳：照合台帳で内容にエラーがないものを保険申込み翌月末に出力した台帳。 

保険証券に相当するものです。この台帳をベースに保険料を請求させて 

いただきます。保険料の請求書は確定台帳に同封いたします。 

 

ただし、２ページ下段記載の案件（証券型案件）は、Webではなく紙の申込書での手続き

となります。詳しくは、日本貿易保険までご相談ください。 

 

 

（２）【保険対象バイヤーの追加】 

期中に新規バイヤーから引合いがあり、企業総合保険の対象取引が発生する見込みで

す。保険申込前に手続きは必要でしょうか。 

【回答】保険申込前に企業総合保険で利用するバイヤーとしての登録と支払限度額の設定が

必要です（企総登録）。手続期限は原則、保険申込予定日の30日前までです。 

未登録のまま保険を申し込まれた場合、「基準内以外」案件としてエラーとなります。「修

正」でのエラー解消ができないため、当該保険申込を「取消」の後に企総登録を完了させ、

再度「新規」として保険を申し込みます。 
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（３）【本邦貨物と仲介貨物が混在する輸出契約等】 

一輸出契約等の中に、日本から出荷する貨物「本邦貨物」と第三国から調達する「仲介

貨物」とが混在します。保険申込で何か留意することありますか。 

【回答】 申込みの際に「契約形態」が「輸出契約」又は「仲介貿易契約」のいずれに該当

するか申告いただく必要があります。そして、仲介貿易契約に該当する場合は、船積国、買

契約相手国の入力が必要になります。 

「輸出契約」と「仲介貿易契約」の選択基準は下記の通りです。 

１１（輸出契約） ：本邦貨物の金額 ≧ 仲介貨物の金額 

１５（仲介貿易契約） ：本邦貨物の金額 ＜ 仲介貨物の金額 

 

 

（４）【変更・修正・訂正内変・取消の違い】 

申込時の処理種別に「新規」以外に「変更」・「訂正内変」・「修正」・「取消」があります。

違いは何ですか？ 

【回答】 

（１） 「変更」について 

保険契約締結後、輸出契約等の内容を変更され、その変更内容が「重大な内容変更等」に該

当する場合であって、日本貿易保険の定める引受基準に適合するときには、変更の生じた日

の翌月の末日かつ内容変更等通知期限まで日本貿易保険に通知いただく必要があります。 

内容変更等通知期限経過後は、原則として保険契約の変更はできません。なお、通知がない

場合には、当初の保険契約が継続することになりますが、事故の内容によっては保険金をお

支払いできない場合がありますのでご注意ください。  

一方、内容変更後の輸出契約等が日本貿易保険の定める引受基準に適合しない場合には、

（一部の例外を除き）通知は任意ですが、通知を希望される場合には通知前に予め日本貿易

保険の承認を得る必要があります。承認後、有効期限内に内容変更の通知をいただくことと

なります。 

 保険契約が「変更」されれば、次の水曜日に変更された内容の照合台帳を郵送いたしま

す。変更通知をされた翌月末に変更後の保険契約の確定台帳及び追加保険料があれば保険

料請求書を郵送いたします。 

 

（２）「修正」と「訂正内変」について 

保険申込時に入力された内容に誤りがあった場合の手続きが「修正」と「訂正内変」で

す。確定台帳作成前は「修正」、確定台帳作成日以降は「訂正内変」での手続が必要となり

ます。確定台帳は毎月下旬に作成するため、毎月 20 日以降に手続きされる場合には事前に

日本貿易保険担当者へご相談ください。 

 毎週水曜日に、その前日までに申込みをされた 1 週間分の内容を確認していただくため
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照合台帳を郵送しています。照合台帳で輸出契約等と異なる内容（通貨や金額の間違いな

ど）を申込んでいたことがわかった場合は、照合台帳を受領した日から起算して 10日内に、

処理種別を「修正」とし、正しい内容を Web で入力いただくこととなります。「修正」され

れば、次の水曜日に修正された内容の照合台帳を郵送いたします。 

確定台帳作成後に入力内容の誤りに気づかれた場合、処理種別を「訂正内変」とし、正

しい内容を Web で入力いただくこととなります。「訂正内変」されれば、次の水曜日に訂正

内変された内容の照合台帳を郵送いたします。 

 

（３）「取消」について  

特約対象外の申込みや同じ内容を二重に申込まれた場合、その申込を取り消す必要があ

ります。なお、輸出契約がキャンセルされた場合は「取消」ではなく「変更」で手続きい

ただきます。（輸出金額を０（ゼロ）に減額する変更手続きとなります。） 

 

 

（５）【変更手続きの期限】 

「変更」の手続きをする期限はいつまでですか？ 

【回答】確定台帳に内容変更等通知期限が記載されています。内容変更等通知期限までに手

続きが必要となります。ただし、実際の決済期限を過ぎてからのユーザンス延長等の支払条

件変更は内容変更ではなく保険事故扱い（延滞債権のリスケジュール）となるため、原決済

期限から45日以内に損失等発生通知手続きが必要となります。 

 

 

（６）【輸出金額増額の変更手続】 

輸出契約金額が増額となった場合は、手続きが必要ですか？ 

【回答】輸出契約等の総額の 10％以上且つ裾切金額以上の増額、もしくは金額増額の累計

で 10％以上且つ裾切金額以上であれば、内容変更の通知が必要となります。 

一方、10％未満の増額変更の場合、通知は任意です。ただし、変更通知をされなかった増

額分は不てん補となりますので、ご注意ください。 

 

 

（７）【L/C 決済で保険申込時に L/C 発行銀行が不明の場合】 

輸出契約等を締結し L/C 発行国は確定していたので保証国を入力し、保証人を空欄で保

険申込みを行った。その後 L/C が SA 格の銀行から発行されました。この場合、変更の

手続きは必要ですか？ 

【回答】L/C が GS 格、GE 格、SA 格の銀行から発行されたのであれば変更手続きは不要で

す。これら以外に格付された銀行から発行された場合は日本貿易保険にご相談ください。 
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（８）【内容変更後の保険料返還】 

内容変更後の保険料が当初より低い金額となった場合、保険料は返還されますか？ 

【回答】返還対象保険料が１０万円以上であれば、その全額が払い戻されます。 

一方、１０万円未満だと払い戻しされません。 

誤記を訂正した場合、つまりは「訂正内変」の前後での保険料の差額が 1,000 円以上と

なった場合には、保険料を払い戻します。なお、「修正」は、保険料請求前の手続きなので、

払い戻しとはなりません。 

 

 

（９）【減額変更後の裾切金額未満の扱い】 

契約金額が裾切金額以上で付保済みの案件が、減額となり、裾切金額未満になった場合

はどうしたら良いですか？ 

【回答】保険は引き続き有効です。通知は義務ではありませんが、「変更」手続きで減額の

通知をすることにより、保険料が払い戻されます。ただし、保険料が払い戻されるのは変更

後の保険料に１０万円以上の差が生じた場合のみです。 

 

 

（１０）【企業総合保険特約書対象外の保険申込】 

企業総合保険の対象となる輸出契約等については特約書に記載されていますが、特約対

象外の輸出契約等について保険付保を希望する場合はどうしたら良いですか？ 

【回答】例えば、企業総合保険特約書では保険対象とする輸出契約等の最低金額（裾切金額）

を0円～1000万円の範囲で定めることができますが、仮に裾切金額を500万円と定めた場合、

300万円の輸出契約等を企業総合保険でお申込みいただいても有効な保険契約とはなりませ

ん。保険をご利用いただく場合は貿易一般保険（個別）等でのお申込みが必要となります。 

同様に、企業総合保険特約書で付保対象契約を貨物コードで限定している場合、対象外貨物

に係る輸出契約等について企業総合保険でお申込みいただいても有効な保険契約とはなり

ません。 

 

 

（１１）【技術の提供又は労務の提供】  

１件の契約に機器の輸出に加えて技術の提供又は労務の提供が含まれている場合、どの

ように保険を申込めば良いですか？ 

【回答】本邦貨物の金額≧技術提供の金額であれば企業総合保険の対象契約となりますので

契約全体での申込みが必要となります。 

例えば、輸出契約金額１億円（内訳：①機器代金 8,000万円(L/C at sight)、②機器据付確

認後の検収時払い1,000万円、③機器使用訓練の技術者派遣費用 1,000万円)の場合、本邦貨
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物の金額分（①＋②）と技術提供の金額分（③）は枝分けをして申込む必要があります。役

務枝では、船積日＝対価確認日と読み替えて必要事項を入力してください。詳しくは事例集

をご確認ください。 

 

 

（１２）【保険の二重付保】 

誤って同じ輸出契約に保険を二重に付保してしまいました。一方の保険契約を取り消すこと

はできますか？ 

【回答】確定台帳発行前であれば、「取消」が可能です。事例集を参照ください。保険契約

確定前のため、保険料請求はありません。一方、確定台帳の発行後に二重付保が発覚した

場合、保険契約が確定し、保険料請求書発行済みであることから「取消」ができません。

取消の代わりに、「訂正内変」にて保険契約金額を０としていただければ、保険料を返還し

ます。ただし一旦請求書が発行された分の保険料は一度お支払いただく必要があり、将来

の保険契約との相殺はできません。 
 

 

（１３）【内容変更等通知の注意点】 

輸出契約のアメンドが多く、保険契約の内容変更の回数が増えています。さらに枝分けを行

っていますが、特に注意する点はありますか？ 

【回答】保険契約の内容変更等通知を行っていただくと、その変更部分についてのみ照合・

確定台帳をお送りします。複数枝が設定されている場合、変更された枝の台帳のみお送り

しますので、保険契約の管理にご注意ください。 
 
 
（１４）【枝分けと船積 No】 
枝分けと船積 No はどのように使い分ければよいのでしょうか？ 

【回答】枝分けは 13 ページ記載のような場合に使用しますが、船積 No は船積が複数回に

分かれている場合のみ使用することができます（契約書上にそれぞれの船積金額と船積時

期が明記されている場合に限る）。船積 No を利用すると枝分けが不要となりますが、船積

No は保険契約の内容変更毎に自動的に日付順にソートされ番号が変わるため、内容変更手

続きが煩雑となることがあります。従いまして、内容変更が発生する可能性がある場合は、

枝分けでの保険申込みをお勧めしております。 
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特約書

モニタリスト

台帳

ユーザンス

F/S　L/S

６．用語解説・参考情報

仲介貿易契約

F/S：First Shipment の略。
L/S：Last Shipment の略。

一般には三国間取引。日本企業から海外に貨物を販売する取引のうち貨物を日本以外の海外A
国からB国に出荷する取引。

包括保険契約の条件について被保険者とNEXIの間で確認のために交わす書類。

決済の猶予期間。例えば、T/T 60days after B/Ldateの場合"60days"を指す。

お申込頂いた内容を記載した書類。企業総合保険においてNEXIがお客様にお送りする台帳には
以下２つの種類があります。
（１）照合台帳：毎週水曜日に発送する内容確認用の書類。
     詳細についてはp17（２）照合台帳の見方 をご参照ください。
（２）確定台帳：保険証券に代わる書類。毎月月末に発送します。

エビデンス
輸出契約等の内容を証する書類のことで、輸出契約書や船積書類を指す。保険申込時には提
出不要ですが、保険金査定時に必要となりますので保管をお願いします。
▼輸出契約書の主要要件
https://nexi.go.jp/procedure/apply/individual/pdf/contract.pdf

モニタリストとは、申込データの受付可否を確認するためのリストです。
詳細についてはp15（１）モニタリストによる申請内容エラーチェック をご参照ください。
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【各種コード】

①主な国コード

国名 国コード 国名 国コード 国名 国コード 国名 国コード
アゼルバイジャン 150 デンマーク 204 ガイアナ 403 グァム（米） 620
アフガニスタン 130 ドイツ 213 コロンビア 401 クック諸島 607
アラブ首長国連邦 147 トルコ 234 スリナム 404 クリスマス島（豪） 687
アルメニア 151 ノルウェー 202 チリ 409 ケルマディック諸島（ 682
イエメン 149 バチカン 281 パラグアイ 411 ココス諸島（豪） 688
イスラエル 143 ハンガリー 227 フォークランド（マル 414 サモア独立国 610
イラク 134 フィンランド 222 ブラジル 410 ジョンストン島（米） 689
イラン 133 フランス 210 仏領ギアナ 405 ソサエティ諸島（仏） 684
インド 123 ブルガリア 232 ベネズエラ 402 ソロモン 613
インドネシア 118 ベラルーシ 239 ペルー 407 タヒチ（仏） 681
ウズベキスタン 152 ベルギー 208 ボリビア 408 ツアモツ諸島（仏） 690
オマーン 141 ポーランド 223 アルジェリア 503 ツバル 624
ガザ・エリコ 148 ボスニア・ヘルツェゴ 243 アンゴラ 535 トケラウ諸島（ニュー 608
カザフスタン 153 ポルトガル 217 ウガンダ 542 トンガ 614
カタール 140 マケドニア 244 エジプト 506 ナウル 617
カンボジア 120 マルタ 221 エスワティニ 556 ニウェ島（ニュージー 609
キプロス（船舶） 199 マルタ（船舶） 299 エチオピア 538 ニューカレドニア（仏 618
キルギス 154 モナコ 211 エリトリア 559 ニュージーランド 606
北朝鮮 104 モルドバ 240 英領インド洋地域 557 ノーフォーク島（豪） 680
クウェート 138 モンテネグロ 247 ガーナ 517 バヌアツ 611
サウジアラビア 137 ラトビア 236 カーボベルデ 522 バヌアツ（船舶） 699
サウジアラビア・クウ 193 リトアニア 237 カナリア諸島（西） 523 パプアニューギニア 602
ジョージア 157 リヒテンシュタイン 280 ガボン 531 パラオ 628
シリア 145 ルーマニア 231 カメルーン 527 ピトケアン諸島（英） 616
シンガポール 112 ルクセンブルク 209 ガンビア 511 フィジー 612
スリランカ 125 ロシア 224 ギニア 513 仏領ポリネシア 619
タイ 111 アメリカ合衆国 304 ギニアビサウ 512 仏領ポリネシア 692
タジキスタン 155 アルバ（蘭） 380 ケニア 541 米領オセアニア 622
台湾 106 アンギラ（英） 337 コートジボワール 516 米領サモア 621
大韓民国 103 アンティグア・バーブ 331 コモロ 558 マーシャル諸島 625
中華人民共和国 105 エルサルバドル 309 コンゴ共和国 532 マーシャル諸島（船舶 698
トルクメニスタン 156 英領バージン諸島 332 コンゴ民主共和国 533 マリアナ・マーシャル 623
西岸・ガザ（パレスチ 158 カナダ 302 サントメ・プリンシペ 536 マルケサス諸島（仏） 691
日本 192 キューバ 321 ザンビア 554 ミクロネシア 626
ネパール 131 キュラソー（蘭） 381 シエラレオネ 514 ミッドウェー諸島（米 683
バーレーン 135 グアテマラ 306 ジブチ 539 ワリス・フテュナ諸島 686
パキスタン 124 グリーンランド（デ） 301 ジンバブエ 549
バングラデシュ 127 グレナダ 329 スーダン 507
東ティモール 128 ケイマン諸島（英） 328 セウタ及びメリリャ（ 502
フィリピン 117 ケイマン諸島（船舶） 396 セーシェル 544
ブータン 132 コスタリカ 311 セネガル 510
ブルネイ 116 サバ（蘭） 382 セントヘレナ島（英） 537
ベトナム 110 サンピエール島・ミク 303 赤道ギニア 530
香港 108 ジャマイカ 316 ソマリア 540
マカオ 129 セント・マーチン（仏 384 タンザニア 543
マレーシア 113 セント・マーチン（蘭 383 チャド 528
ミャンマー 122 セント・ユースタチウ 386 チュニジア 504
モルディブ 126 セントクリストファー 335 中央アフリカ共和国 529
モンゴル 107 セントビンセント・グ 336 トーゴ 518
ヨルダン 144 セントルシア 330 ナイジェリア 524
ラオス 121 タークス・カイコス諸 317 ナミビア 550
レバノン 146 ドミニカ 333 ニジェール 525
アイスランド 201 ドミニカ共和国 323 西サハラ 508
アイルランド 206 トリニダード・トバコ 320 ブルキナファソ 521
アゾレス諸島（葡） 216 ニカラグア 310 ブルンジ 534
アルバニア 229 ハイチ 322 ベナン 519
アンドラ 212 パナマ 312 ボツワナ 555
イタリア 220 パナマ（船舶） 399 マダガスカル 546
ウクライナ 238 パナマ運河地帯 313 マディラ（葡）（船舶 598
エストニア 235 バハマ 315 マディラ諸島（葡） 580
英国 205 バハマ（船舶） 398 マラウイ 553
オーストリア 225 バミューダ・英（船舶 397 マリ 520
オランダ 207 バミューダ島（英） 314 南アフリカ共和国 551
キプロス 233 バルバドス 319 南スーダン共和国 560
ギリシャ 230 バルバドス（船舶） 395 モーリシャス 547
クロアチア 241 プエルトリコ（米） 324 モーリタニア 509
コソボ 248 仏領西インド諸島 327 モザンビーク 545
サンマリノ 282 ベリーズ 308 モロッコ 501
ジブラルタル 219 米領バージン諸島 325 リビア 505
スイス 215 ボナイル（蘭） 385 リベリア 515
スウェーデン 203 ホンジュラス 307 リベリア（船舶） 599
スペイン 218 メキシコ 305 ルワンダ 526
スロバキア 246 モンセラット（英） 334 レソト 552
スロベニア 242 蘭領アンティル 326 レユニオン（仏） 548
セルビア 228 アルゼンチン 413 ウェーク島（米） 685
チェコ 245 ウルグアイ 412 オーストラリア 601
チャネル諸島（ガ管区 271 エクアドル 406 キリバス 615
チャネル諸島（ジャー 270 英領南極基地 415 北マリアナ諸島（米） 627

国コード 国コード 国コード 国コード
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②通貨コード ③支払保証

通貨 通貨コード 表示 コード 内容
アメリカドル 001 USD 90 ＩＬＣ
円 015 JPY 10 円借款
ユーロ 091 EUR 11 無償援助
ＵＡＥ　ディルハム 061 AED 20 ＩＢＲＤ(国際復興開発銀行)
アイルランド　ポンド 046 IEP 21 ＩＤＡ(国際開発協会)
アルジェリア　Ｄ 078 DZD 22 ＩＦＣ(国際金融公社)
イエメン　リヤール 062 YER 23 ＡＤＢ(アジア開発銀行)
イギリスポンド 002 GBP 24 ＪＢＩＣ(国際協力銀行)
イラン　リヤル 053 IRR 41 ＡＦＤＢ(アフリカ開発銀行)
インドネシアルピー 030 IDR 42 ＡＦＤＦ(アフリカ開発基金)
インドルピー 029 INR 44 ＩＤＢ(米州開発銀行)
エジプト　ポンド 079 EGP 45 CABEI
オーストラリアドル 016 AUD 46 CAF
オーストリアシリング 010 ATS 47 ＣＤＢ(カリブ開発銀行)
オランダギルダー 007 NLG 48 ＥＤＦ(欧州開発基金)
カタール　リヤル 057 QAR 49 ＥＩＢ(欧州投資銀行)
カナダドル 003 CAD 74 ＩＦＡＤ(国際農業開発基金)
カンコクウォン 037 KRW 75 ＥＢＲＤ(欧州復興開発銀行)
クウェート　Ｄ 055 KWD 91 L/G
ケニヤ　シリング 082 KES 92 本船担保
コロンビア　ペソ 074 COP 99 その他の保証
サウジアラビア　Ｒ 058 SAR
シンガポールドル 020 SGD
人民元 017 CNY
スイスフラン 004 CHF コード 内容
スウエーデンクローネ 006 SEK 01 増額新規
スリランカルピー 038 LKR 02 減額変更
タイバーツ 040 THB 03 通貨の変更
タイワンドル 039 TWD 04 貨物の変更
チェコ　コルナ 092 CZK 05 契約形態の変更
チュニジア　Ｄ 087 TND 06 船積予定時期の変更
デンマーククローネ 011 DKK 07 船積時期の変更（短縮）
ドイツマルク 005 DEM 10 支払国の変更
トルコ　リラ 097 TRL 11 売相手国の変更
トルコ　リラ（旧） 060 TRL(old) 12 仕向国の変更
ナイジェリア　Ｎ 085 NGN 13 同一国支払人の変更
ニュージランドドル 018 NZD 14 同一国相手方の変更
ノルウェークローネ 013 NOK 15 決済条件の変更（延長）
パキスタンルピー 034 PKR 16 決済条件の変更（短縮）
バハレーン　Ｄ 052 BHD 17 決済条件の変更（その他）
ハンガリー　フォリント 093 HUF 99 その他の変更
バングラディシュタカ 026 BDT
フィリピンペソ 036 PHP
ブラジル　レアル 072 BRL
フランスフラン 009 FRF
ベトナムドン 041 VND
ベネズエラ　Ｂ 077 VEB
ポーランド　ズロチ 094 PLN
ポルトガルエスクード 014 PTE
香港ドル 019 HKD
マレーシアリンギッド 032 MYR
ミナミアフリカ　Ｒ 086 ZAR
メキシコ　ペソ 090 MXN
モロッコ　ダーラム 084 MAD
リビア　ディナール 083 LYD
ロシア　ルーブル 049 RUB
その他通貨 999 その他

通貨コード
*網掛の通貨の邦貨換算レートは
NEXIまでお問い合わせください。

支払保証

変更事由
④変更事由
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⑤役務コード一覧

コード 名称

000120 鉱工業生産設備・技術提供
000220 発電・変電または送電設備・技術提供
000320 ガス貯蔵または供給設備・技術提供
000420 石油貯蔵または送油設備・技術提供
000520 建設用機械設備・技術提供
000620 農業用機械設備・技術提供
000720 蒸気発生設備・技術提供
000820 通信機械設備・技術提供
000920 電子応用設備・技術提供
001020 荷役設備・技術提供
001120 輸送設備・技術提供
001220 上下水道、工業用水及び産業用排水処理設備・技術提供
001320 試験、検査、研究設備・技術提供
001420 医療設備・技術提供
001520 廃棄物焼却及び処理設備・技術提供
001620 照明設備・技術提供
001720 公害防止及び防災設備・技術提供
003000 総合エンジニアリング
003010 設計図・仕様書の作成、施工管理
003020 据付工事、運転指導、メンテナンス
003030 製造技術・工業技術・漁ろう技術等の提供
003040 ノウハウの提供
003050 その他エンジニアリング
003100 土木工事、建築工事
003200 工業所有権の譲渡・使用権の設定
003300 その他の技術提供
008000 技術提供・分類省略
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【標準航海日数 （輸出手形保険 運用規程 別表）】 

地域 仕向港（所属国等） 日数 

極東 
ﾅﾎﾄｶ(ﾛｼｱ)､釜山(韓国)､新港(中華人民共和国)､上海(中華人民共

和国)､基隆(台湾)､高雄(台湾)､香港(香港) 
10 

東南アジア 

ﾊｲﾌｫﾝ(ｳﾞｪﾄﾅﾑ)､ﾎｰﾁﾐﾝ(ｳﾞｪﾄﾅﾑ)､ﾊﾞﾝｺｸ(ﾀｲ)､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)

、ﾏﾗｯｶ(ﾏﾚｰｼｱ)､ﾍﾟﾅﾝ(ﾏﾚｰｼｱ)､ｸﾁﾝ(ﾏﾚｰｼｱ)､ﾔﾝｺﾞﾝ(ﾐｬﾝﾏｰ)､ｼﾞｬｶﾙﾀ(

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)､ｽﾗﾊﾞﾔ(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)､ﾏﾆﾗ(ﾌｨﾘﾋﾟｲﾝ)､ﾀﾞﾊﾞｵ(ﾌｨﾘﾋﾟｲﾝ)､ﾎﾟｰﾄｹ

ﾗﾝｸﾞ(ﾏﾚｰｼｱ) 

20 

アジア西南部 

(ｲﾝﾄﾞ東海岸､ 

ｱﾗﾋﾞｱ海沿岸､ 

紅海沿岸) 

ﾁｯﾀｺﾞﾝ(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ)､ｶﾙｶｯﾀ(ｲﾝﾄﾞ)､ﾋﾟｻﾞｶﾊﾟﾄﾑ(ｲﾝﾄﾞ)､ｶｷﾅﾀﾞ(ｲﾝﾄﾞ

)､ﾏﾄﾞﾗｽ(ｲﾝﾄﾞ)､ｺﾛﾝﾎﾞ(ｽﾘﾗﾝｶ)､ﾎﾞﾝﾍﾞｲ(ｲﾝﾄﾞ)､ｺﾞｱ(ｲﾝﾄﾞ)､ｶﾗﾁ(ﾊﾟｷ

ｽﾀﾝ)､ﾊﾞﾝﾀﾞﾙ･ｱﾊﾞｽ(ｲﾗﾝ)､ﾊﾞｽﾗ(ｲﾗｸ)､ｸｳｪｰﾄ(ｸｳｪｰﾄ)､ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ(ｱﾗﾌﾞ

首長国連邦)､ﾄﾞﾊﾞｲ(ｱﾗﾌﾞ首長国連邦)､ﾏｽｶｯﾄ(ｵﾏｰﾝ)､ｱﾃﾞﾝ(ｲｴﾒﾝ)､

ﾎﾃﾞｲﾀﾞ(ｲｴﾒﾝ)､ｼﾞｯﾀ(ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ)､ｱｶﾊﾞ(ﾖﾙﾀﾞﾝ)､ﾊﾞｰﾚｰﾝ(ﾊﾞｰﾚｰﾝ) 

30 

地中海沿岸 

(ｱｼﾞｱ側沿岸､ 

ｱﾌﾘｶ側沿岸､ﾖｰ

ﾛｯﾊﾟ側沿岸) 

ﾃﾙｱｳﾞｨｳﾞﾔﾌｫ(ｲｽﾗｴﾙ)､ﾊｲﾌｧ(ｲｽﾗｴﾙ)､ﾄﾘﾎﾟﾘ(ﾚﾊﾞﾉﾝ)､ﾍﾞｲﾙｰﾄ(ﾚﾊﾞﾉﾝ)

､ﾗﾀｷﾔ(ｼﾘｱ)､ﾆｺｼｱ(ｻｲﾌﾟﾗｽ)､ﾘﾏｿｰﾙ(ｻｲﾌﾟﾗｽ)､ｲｽﾞﾐﾙ(ﾄﾙｺ)､ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ

(ﾄﾙｺ)､ﾒﾙｼﾝ(ﾄﾙｺ)､ﾌﾞﾙｶﾞｽ(ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ)､ｺﾝｽﾀﾝﾂｱ(ﾙｰﾏﾆｱ)､ｵﾃﾞｯｻ(ｳｸﾗｲ

ﾅ)､ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞ(ｴｼﾞﾌﾟﾄ)､ｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾘｱ(ｴｼﾞﾌﾟﾄ)､ﾍﾞﾝｶﾞｼﾞ(ﾘﾋﾞｱ)､ﾄﾘﾎﾟﾘ

(ﾘﾋﾞｱ)､ﾁｭﾆｽ(ﾁｭﾆｼﾞｱ)､ﾊﾞﾚｯﾀ(ﾏﾙﾀ)､ﾋﾟﾗｴｳｽ(ｷﾞﾘｼｬ)ｱﾃﾈ(ｷﾞﾘｼｬ)､ｳﾞ

ｪﾆｽ(ｲﾀﾘｱ)､ﾄﾘｴｽﾃ(ｲﾀﾘｱ)､ﾅﾎﾟﾘ(ｲﾀﾘｱ)､ｼﾞｪﾉﾊﾞ(ｲﾀﾘｱ)､ﾆｰｽ(ﾌﾗﾝｽ)､ﾏ

ﾙｾｲﾕ(ﾌﾗﾝｽ)､ﾊﾞﾙｾﾛﾅ(ｽﾍﾟｲﾝ)､ｱﾘｶﾝﾃ(ｽﾍﾟｲﾝ)､ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾙ(英領) 

40 

アフリカ 

(紅海沿岸､ 

ｲﾝﾄﾞ洋側) 

ﾎﾟｰﾄ･ｽｰﾀﾞﾝ(ｽｰﾀﾞﾝ)､ﾏｯｻﾜ(ｴﾘﾄﾘｱ)､ｼﾞﾌﾞﾁ(ｼﾞﾌﾞﾁ)､ﾓｶﾞﾃﾞｼｵ(ｿﾏﾘｱ)

、ﾀﾞﾙ･ｴｽ･ｻﾗｰﾑ(ﾀﾝｻﾞﾆｱ)､ﾍﾞｲﾗ(ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ)､ﾓﾝﾊﾞｻ(ｹﾆｱ)､ﾀﾞｰﾊﾞﾝ(南

ｱﾌﾘｶ)､ﾎﾟｰﾄ･ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ(南ｱﾌﾘｶ)､ｹｰﾌﾟﾀｳﾝ(南ｱﾌﾘｶ)､ﾀﾏﾀﾌﾞ(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ

) 

40 

〃 

(大西洋側) 

ﾙｱﾝﾀﾞ(ｱﾝｺﾞﾗ)､ﾗｺﾞｽ(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ)､ﾓﾝﾛﾋﾞｱ(ﾘﾍﾞﾘｱ)､ﾊﾞﾝｼﾞｭｰﾙ(ｶﾞﾝﾋﾞｱ)

､ﾀﾞｶｰﾙ(ｾﾈｶﾞﾙ)､ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ(ﾓﾛｯｺ) 
50 

欧州 

ﾘｽﾎﾞﾝ(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ)､ﾋﾞｺﾞ(ｽﾍﾟｲﾝ)､ﾎﾞﾙﾄﾞｰ(ﾌﾗﾝｽ)､ﾌﾞﾚｽﾄ(ﾌﾗﾝｽ)､ﾙ･ｱｰｳ

ﾞﾙ(ﾌﾗﾝｽ)､ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ(ﾍﾞﾙｷﾞｰ)､ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ(ｵﾗﾝﾀﾞ)､ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ(ｵﾗﾝﾀﾞ)､ﾌ

ﾗﾝｸﾌﾙﾄ(ﾄﾞｲﾂ)､ﾌﾞﾚｰﾒﾝ(ﾄﾞｲﾂ)､ﾊﾝﾌﾞﾙｸ(ﾄﾞｲﾂ)､ﾛﾝﾄﾞﾝ(ｲｷﾞﾘｽ)､ﾘｳﾞｧﾌ

ﾟｰﾙ（ｲｷﾞﾘｽ)､ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ(ｲｷﾞﾘｽ)､ｸﾞﾗｽｺﾞｰ(ｲｷﾞﾘｽ)､ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ(ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ)

､ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ(ﾃﾞﾝﾏｰｸ)､ｵｰﾙﾎﾞﾙｸ(ﾃﾞﾝﾏｰｸ)､ｵｽﾛ(ﾉﾙｳｪｰ)､ﾍﾞﾙｹﾞﾝ(ﾉﾙｳｪ

ｰ)､ｹﾞﾝﾃﾝﾎﾞﾙｸﾞ(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)､ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)､ﾍﾙｼﾝｷ(ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ)､ﾄﾙ

ﾆｵ(ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ)､ﾚｲｷｬﾋﾞｸ(ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ) 

40 

北米 

(西海岸) 

ｱﾝｶﾚｼﾞ(米国)､ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ(ｶﾅﾀﾞ)､ｼｱﾄﾙ(米国)､ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ(米国)､ﾛｻﾝ

ｾﾞﾙｽ(米国)､ｻﾝ･ｼﾞｴｺﾞ(米国) 
20 

〃 

(東海岸､ﾒｷｼｺ

湾岸、五大湖

沿岸) 

ｹﾍﾞｯｸ(ｶﾅﾀﾞ)､ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ(ｶﾅﾀﾞ)､ﾎﾞｽﾄﾝ(米国)､ﾆｭｰﾖｰｸ(米国)､ﾎﾞﾙﾁﾓｱ

(米国)､ﾁｬｰﾙｽﾄﾝ(米国)､ﾀﾝﾊﾟ(米国)､ﾆｭｰｵﾘﾝｽﾞ(米国)､ﾋｭｰｽﾄﾝ(米

国)､ﾌﾞﾗｳﾝｽﾞﾋﾞﾙ(米国)､ﾄﾛﾝﾄ(ｶﾅﾀﾞ)､ﾃﾞﾄﾛｲﾄ(米国)､ｼｶｺﾞ(米国) 
30 

中米 

(西海岸) 

ﾏｻﾄﾗﾝ(ﾒｷｼｺ)､ﾏﾝｻﾆﾖ(ﾒｷｼｺ)､ｱｶﾌﾟﾙｺ(ﾒｷｼｺ)､ｻﾝﾎｾ(ｶﾞﾃﾏﾗ)､ｱｶｼﾞｭｰﾄﾗ

(ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ)､ﾗ･ﾘﾍﾞﾙﾀｰﾄﾞ(ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ)､ｺﾘﾝﾄ(ﾆｶﾗｸﾞｱ)､ﾌﾟﾝﾀﾚﾅｽ(ｺｽ

ﾀﾘｶ)､ｺﾞﾙﾌｲﾄ(ｺｽﾀﾘｶ)､ﾊﾟﾅﾏ(ﾊﾟﾅﾏ)､ｸﾘｽﾄﾊﾞﾙ(ﾊﾟﾅﾏ) 

20 

〃 

(東海岸､ 西ｲﾝ

ﾄﾞ諸島沿岸) 

ｺﾛﾝ(ﾊﾟﾅﾏ)､ﾌﾟｴﾙﾄｺﾙﾃｽ(ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ)､ﾀﾝﾋﾟｺ(ﾒｷｼｺ)､ﾊﾊﾞﾅ(ｷｭｰﾊﾞ)､ﾅｯｿｰ

(ﾊﾞﾊﾏ)､ｷﾝｸﾞｽﾄﾝ(ｼﾞｬﾏｲｶ)､ﾎﾟﾙﾄｰﾌﾟﾗﾝｽ(ﾊｲﾁ)､ｻﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾝｺﾞ(ﾄﾞﾐﾆｶ)､

ｻﾝ･ﾌｧﾝ(ﾌﾟｴﾙﾄ･ﾘｺ) 

30 
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地域 仕向港（所属国等） 日数 

南米 

(ｶﾘﾌﾞ海沿岸) 

ｶﾘﾀﾍﾅ(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)､ﾊﾞﾗﾝｷﾘｱ(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)､ﾏﾗｶｲﾎﾞ(ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ)､ﾌﾟｴﾙﾄｷｬﾍﾞﾘｮ

(ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ)､ﾗｸﾞｱｲﾗ(ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ)､ﾎﾟｰﾄ･ｵﾌﾞ･ｽﾍﾟｲﾝ（ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ)

､ｼﾞｮｰｼﾞﾀｳﾝ(ｶﾞｲｱﾅ)､ﾊﾟﾗﾏﾘﾎﾞ(ｽﾘﾅﾑ)､ｶｲｴﾝﾇ(仏領ｷﾞｱﾅ) 

40 

〃 

(大西洋岸) 

ﾚｼﾌｪ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､ﾘｵ･ﾃﾞ･ｼﾞｬﾈｲﾛ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､ｻﾝﾄｽ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､ﾘｵ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ(

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､ﾓﾝﾃﾋﾞﾃﾞｵ(ｳﾙｸﾞｱｲ)､ﾌﾞｴﾉｽ･ｱｲﾚｽ(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ) 
50 

〃 

(太平洋岸) 

ﾌﾞｴﾅﾍﾞﾝﾄｩﾗ(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)､ｸﾞｱﾔｷﾙ(ｴｸｱﾄﾞﾙ)､ﾀﾗﾗ(ﾍﾟﾙｰ)､ｶﾔｵ(ﾍﾟﾙｰ)､ﾏﾀﾗ

ﾆ(ﾍﾟﾙｰ)､ｱﾘｶ(ﾁﾘ)､ﾊﾞﾙﾊﾟﾗｲｿ(ﾁﾘ)､ﾌﾟﾝﾀ･ｱﾚﾅｽ(ﾁﾘ) 
40 

大洋州 

(ﾊﾜｲ､ｸﾞｱﾑ等) 

ﾎﾉﾙﾙ(米国)､ﾔｯﾌﾟ(米国領)､ｸﾞｱﾑ(米国領)､ｳｪｰｸ(米国領) 
20 

〃 

(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等) 

ﾀﾞｰｳｨﾝ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ﾀﾞｳﾝｽﾞｳﾞｨﾙ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ﾌﾞﾘｽﾍﾞﾝ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｼﾄﾞﾆ

ｰ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｹｱﾝｽﾞ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

)､ﾎﾟｰﾄｱﾙﾏ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ﾌﾘﾏﾝﾄﾙ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ﾇﾒｱ(ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ)､ｱﾋﾟｱ(西

ｻﾓｱ)､ｳｴﾘﾝﾄﾝ(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ)､ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ) 

30 

（留意事項） 

１ 別表掲載港以外の港を仕向港とする場合は、最寄港の日数を適用する。 

２ 陸送期間は原則として一律に１週間とする。ただし、複合運送の場合の陸送期間のう

ちシベリアランドブリッジによるナホトカからヨーロッパまでの陸送期間は一律30日間、

その他原則期間を適用することが適当でないと判断される複合運送の場合の陸送期間に

ついては、それぞれのルートに応じ運送会社等に確認した日数とする。 

３ 航空輸送の場合は、原則として通関期間の７日間を含めて10日間とする。 

４ 陸送、海送又は空送が一本の手形に重複する場合は、自動的に上記期間を加えるもの

とする。 

５ 通関期間は、常に７日間とする。 

６ 別表の標準航路が非常危険の発生等により航行不能となり迂回航路を利用した場合は

迂回に要する日数を加算するものとする。 

（例）スエズ運河航行不能の場合 

地中海沿岸及び欧州の港向けは一律に７日を加算する。 
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